
第1回�改正精神保健福祉法
を考える研修会
〜あなたも権利擁護について
考えませんか〜

��主体���のこころ・��NPO��⼤�精��療��センターの共�
�  援�⼀��団�����精�保���⼠協�（予�）、���精���者�援事業����（予

�）、���作業療�⼠�（予�）、����⼠�（予�）、���精���者������（予�）

⼭本深雪さん

プログラム
�13：00〜13：10 オープニング
         講演会開催の趣旨
�13：10〜14：30 講演
�14：30〜14：40 休憩
�14：40〜15：30 質疑応答
�15：30〜15：50 クロージング

QRコードは

こちらから

https://forms.gle/VEko41DKUpa2hr9Q9

参加
無料

講師

お申込み⽅法
下記URLのフォームに必要事項を記⼊のうえ
お申込みください。

 ⼤阪精神医療⼈権センターがこれまでの活動
の中で⼤事にされて来たことを話していただき
ます。また、特に⼤和川病院事件をきっかけに
取り組んで来られた精神科病院訪問活動の内
容、精神科病院に⼊院中の⽅の権利擁護活動に
当事者がかかわる意義についてもお話しいただ
きます。

（認定NPO法⼈⼤阪精神医療
⼈権センター／副代表）

8.20
13:00-16:00

(受付12:30〜)

参加対象 
精神障害当事者、家族、精神保健
福祉の⽀援者、弁護⼠、司法書
⼠、その他精神障害者の権利擁護
に関⼼のある市⺠

「檸檬のこころ」は、精神保健福祉の現場のソーシャルワーカー、⼤学研究者等が権利擁
護について学び、活動を⾏うために集まった有志のグループです。「檸檬」は広島県の特
産で、花⾔葉は「誠実な愛」「思慮分別」です。誠実な愛を持った活動を⽬指して名付け
ました。ご関⼼のある⽅、どうぞこの会にも参加ください。

(日)

会場：安芸区⺠⽂化センター
         会議室B
〒736-8509
 広島市安芸区船越南三丁⽬２−16

http://www.cf.city.hiroshima.jp/aki-
cs/access/index.html


